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財

務

省

○

令
第
一
号

農
林
水
産
省

米
穀
等
の
取
引
等
に
係
る
情
報
の
記
録
及
び
産
地
情
報
の
伝
達
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
三

条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
条
及
び
第
六
条
の
規
定
に
基
づ
き

、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
米
穀
等
の
取
引
等
に
係
る
情
報
の
記
録
に
関
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
一
年
十
一
月
五
日

財
務
大
臣

藤
井

裕
久

農
林
水
産
大
臣

赤
松

広
隆

米
穀
等
の
取
引
等
に
係
る
情
報
の
記
録
に
関
す
る
省
令

（
取
引
等
の
記
録
の
作
成
方
法
）

第
一
条

米
穀
等
の
取
引
等
に
係
る
情
報
の
記
録
及
び
産
地
情
報
の
伝
達
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条

第
一
項
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成

は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
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一

書
面
又
は
電
磁
的
記
録
（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
っ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
方

式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
っ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
）
を
も
っ
て
作
成
す

る
こ
と
。

二

事
務
所
、
事
業
場
又
は
店
舗
（
以
下
「
事
務
所
等
」
と
い
う
。
）
ご
と
に
作
成
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
主
た
る
事
務
所

そ
の
他
の
事
務
所
等
に
お
い
て
一
括
し
て
仕
入
れ
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
伴
い
当
該
事
務
所
等
に
お
い
て
記
録
を
一
括
し

て
保
存
し
て
い
る
場
合
そ
の
他
の
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
記
録
を
保
存
し
て
い
る
事
務
所
等
に
照
会
す
る

こ
と
に
よ
り
、
譲
受
け
又
は
譲
渡
し
を
し
た
事
務
所
等
に
お
い
て
当
該
記
録
を
速
や
か
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
措
置

が
と
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
措
置
に
係
る
事
務
所
等
に
お
い
て
譲
受
け
又
は
譲
渡
し
を
し
た
と
き
の
記
録
は
、
一
括

し
て
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

米
穀
等
の
種
類
、
取
引
を
し
た
期
間
そ
の
他
の
区
分
に
応
じ
て
、
分
類
又
は
整
理
し
た
記
録
を
作
成
す
る
こ
と
。

四

返
品
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
次
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
の
い
ず
れ
か
に
変
更
が
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、

そ
の
内
容
に
応
じ
て
適
切
に
記
録
を
変
更
す
る
こ
と
。

２

法
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成
に
当
た
っ
て
は
、
米
穀
等
の
譲
受
け
と
当
該
米
穀
等
（
こ
れ
を
原
材
料
と
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す
る
米
穀
等
を
含
む
。
）
の
譲
渡
し
と
の
相
互
の
関
係
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
取
引
等
の
記
録
の
記
録
事
項
）

第
二
条

法
第
三
条
第
一
項
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
記
録
が
分
類
又
は
整
理
さ
れ

て
お
り
、
当
該
事
項
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
記
録
を
作
成
す
る
こ
と
を
要

し
な
い
。

一

譲
受
け
又
は
譲
渡
し
を
し
た
米
穀
等
の
名
称

二

譲
受
け
又
は
譲
渡
し
を
し
た
米
穀
等
が
指
定
米
穀
等
（
米
穀
等
の
取
引
等
に
係
る
情
報
の
記
録
及
び
産
地
情
報
の
伝
達

に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
一
年
政
令
第
二
百
六
十
一
号
）
第
一
条
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
及
び
第
八
号
か
ら

第
十
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
一
般
消
費
者
へ
の
販
売
用
に
包
装
さ
れ
、
又
は
一
般
消
費
者
へ
の
販
売
用
の
容

器
に
入
れ
ら
れ
た
も
の
の
う
ち
、
当
該
包
装
又
は
容
器
に
産
地
が
表
示
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
産
地
（
米
穀
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
加
熱
に
よ
る
調
理
そ
の
他
の
調
製
を
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
粒
状
の

も
の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
米
飯
類
」
と
い
う
。
）
を
含
む
料
理
そ
の
他
の
飲
食
料
品
に
あ
っ
て
は
、
当
該
米
飯
類

の
産
地
に
限
る
。
）
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三

譲
受
け
又
は
譲
渡
し
を
し
た
米
穀
等
の
数
量

四

譲
受
け
又
は
譲
渡
し
に
伴
い
当
該
米
穀
等
の
搬
入
又
は
搬
出
を
し
た
年
月
日
（
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、

譲
受
け
又
は
譲
渡
し
を
し
た
年
月
日
）

五

譲
受
け
又
は
譲
渡
し
を
し
た
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称

六

譲
受
け
又
は
譲
渡
し
に
伴
い
当
該
米
穀
等
の
搬
入
又
は
搬
出
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
米
穀
等
の
搬
入
又
は
搬

出
を
し
た
事
務
所
等
そ
の
他
の
場
所
（
こ
れ
に
よ
り
難
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
譲
受
け
又
は
譲
渡
し
を
し
た
者
の
た
め
に

搬
入
又
は
搬
出
を
し
た
他
の
者
の
氏
名
又
は
名
称
）

七

譲
受
け
又
は
譲
渡
し
を
し
た
米
穀
等
が
用
途
限
定
米
穀
（
米
穀
の
出
荷
販
売
事
業
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
省

令
（
平
成
二
十
一
年
農
林
水
産
省
令
第
六
十
三
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
用
途
限
定
米
穀
を
い
う
。
第
五
条
第
一

項
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
用
途

２

前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
名
称
の
記
録
の
作
成
は
、
取
引
に
お
い
て
通
常
用
い
て
い
る
名
称
を
記
録
す
る
こ
と
に
よ
り
行

う
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
産
地
の
記
録
の
作
成
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
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一

産
地
が
国
内
の
も
の
に
あ
っ
て
は
国
内
産
で
あ
る
旨
を
、
産
地
が
外
国
の
も
の
に
あ
っ
て
は
当
該
外
国
が
産
地
で
あ
る

旨
を
記
録
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
産
地
が
国
内
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
国
内
産
で
あ
る
旨
の
記
録
に
代
え
て
、
当
該
産
地

の
属
す
る
都
道
府
県
、
市
町
村
そ
の
他
一
般
に
知
ら
れ
て
い
る
地
名
（
第
三
号
に
お
い
て
「
都
道
府
県
等
」
と
い
う
。
）

が
産
地
で
あ
る
旨
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二

産
地
で
あ
る
国
が
二
以
上
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
原
材
料
に
占
め
る
重
量
の
割
合
の
多
い
も
の
か
ら
順
に
記
録
す
る

こ
と
。
た
だ
し
、
産
地
で
あ
る
国
が
三
以
上
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
原
材
料
に
占
め
る
重
量
の
割
合
の
多
い
も
の
か
ら

順
に
二
以
上
の
産
地
を
記
録
し
、
そ
の
他
の
産
地
を
ま
と
め
て
「
そ
の
他
」
等
と
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三

第
一
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
等
が
産
地
で
あ
る
旨
を
記
録
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
産
地
で
あ
る
都
道
府

県
等
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
原
材
料
に
占
め
る
重
量
の
割
合
の
多
い
も
の
か
ら
順
に
記
録
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
産
地

で
あ
る
都
道
府
県
等
が
三
以
上
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
原
材
料
に
占
め
る
重
量
の
割
合
の
多
い
も
の
か
ら
順
に
二
以
上

の
産
地
を
記
録
し
、
そ
の
他
の
産
地
を
ま
と
め
て
「
そ
の
他
」
等
と
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

四

前
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
産
地
ご
と
の
原
材
料
に
占
め
る
重
量
の
割
合
の
順
序
が
変
動
す
る
指
定
米
穀
等
に
あ

っ
て
は
、
一
般
消
費
者
に
産
地
を
誤
認
さ
せ
な
い
限
り
に
お
い
て
、
過
去
の
一
定
期
間
に
お
け
る
当
該
指
定
米
穀
等
に
つ
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い
て
の
産
地
ご
と
の
原
材
料
に
占
め
る
重
量
の
割
合
の
実
績
に
基
づ
い
て
、
原
材
料
に
占
め
る
重
量
の
割
合
の
多
い
も
の

か
ら
順
に
産
地
を
記
録
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
過
去
の
一
定
期
間
に
お
け
る
実
績
に
基
づ
い
て
記
録
し

た
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五

指
定
米
穀
等
（
米
穀
並
び
に
次
号
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
記
録
さ
れ
た
産
地
が
当
該

指
定
米
穀
等
の
原
材
料
で
あ
る
米
穀
の
産
地
で
あ
る
旨
が
分
か
る
よ
う
に
記
録
す
る
こ
と
。

六

米
穀
等
の
産
地
情
報
の
伝
達
に
関
す
る
命
令
（
平
成
二
十
一
年
内
閣
府
令
・
財
務
省
令
・
農
林
水
産
省
令
第
一
号
）
第

一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
指
定
米
穀
等
に
あ
っ
て
は
、
記
録
さ
れ
た
産
地
が
当
該
指
定
米
穀
等
の
原
産
地
で
あ
る
旨
が
分
か

る
よ
う
に
記
録
す
る
こ
と
。

七

米
穀
等
の
産
地
情
報
の
伝
達
に
関
す
る
命
令
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
指
定
米
穀
等
に
あ
っ
て
は
、
記
録
さ
れ
た
産
地

が
そ
の
原
材
料
で
あ
る
同
号
に
規
定
す
る
特
定
輸
入
指
定
米
穀
等
の
原
産
地
で
あ
る
旨
が
分
か
る
よ
う
に
記
録
す
る
こ
と
。

４

第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
数
量
の
記
録
の
作
成
は
、
取
引
に
お
い
て
通
常
用
い
て
い
る
単
位
で
記
録
す
る
こ
と
に
よ
り

行
う
も
の
と
す
る
。

（
他
の
米
穀
事
業
者
に
委
託
を
し
て
米
穀
等
の
譲
渡
し
を
す
る
場
合
の
読
替
規
定
）
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第
三
条

米
穀
事
業
者
が
他
の
米
穀
事
業
者
に
委
託
を
し
て
米
穀
等
の
譲
渡
し
を
す
る
場
合
に
お
け
る
米
穀
等
の
譲
渡
し
の
委

託
を
す
る
米
穀
事
業
者
に
つ
い
て
の
前
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
譲
渡
し
」
と
あ
る
の
は
、

「
譲
渡
し
の
委
託
」
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
け
る
米
穀
等
の
譲
渡
し
の
受
託
を
す
る
米
穀
事
業
者
に
つ
い
て
の
前
二
条
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
譲
受
け
」
と
あ
る
の
は
、
「
譲
渡
し
の
受
託
」
と
す
る
。

（
搬
出
、
搬
入
等
の
記
録
の
作
成
方
法
）

第
四
条

第
一
条
の
規
定
は
、
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
搬
出
、
搬
入
等
の
記
録
の
記
録
事
項
）

第
五
条

法
第
五
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
た
だ
し
、
記
録
が
分
類
又
は
整
理
さ
れ
て
お
り

、
当
該
事
項
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
四
号
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
事
項
に
関
す
る
記
録
を
作
成
す
る
こ
と

を
要
し
な
い
。

一

搬
出
、
搬
入
、
廃
棄
又
は
亡
失
を
し
た
米
穀
等
の
名
称

二

搬
出
、
搬
入
、
廃
棄
又
は
亡
失
を
し
た
米
穀
等
の
数
量
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三

搬
出
、
搬
入
、
廃
棄
又
は
亡
失
を
し
た
年
月
日
（
亡
失
を
し
た
場
合
で
あ
っ
て
そ
の
年
月
日
が
明
ら
か
で
な
い
と
き
は

、
時
期
）

四

搬
出
又
は
搬
入
を
し
た
場
合
（
次
号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
搬
出
又
は
搬
入
を
し
た
事
務
所
等
そ

の
他
の
場
所

五

他
の
米
穀
事
業
者
と
の
間
で
搬
出
又
は
搬
入
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
搬
出
又
は
搬
入
を
し
た
相
手
方
の
氏
名
又
は

名
称
及
び
搬
出
又
は
搬
入
を
し
た
事
務
所
等
そ
の
他
の
場
所
（
記
録
が
分
類
又
は
整
理
さ
れ
て
お
り
、
搬
出
又
は
搬
入
を

し
た
事
務
所
等
そ
の
他
の
場
所
が
明
ら
か
で
あ
る
と
き
は
、
搬
出
又
は
搬
入
を
し
た
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
）

六

廃
棄
又
は
亡
失
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
廃
棄
又
は
亡
失
を
し
た
事
務
所
等
そ
の
他
の
場
所

七

米
穀
等
を
廃
棄
す
る
た
め
、
当
該
米
穀
等
に
つ
い
て
、
廃
棄
物
の
収
集
、
運
搬
又
は
処
分
を
業
と
し
て
行
う
者
に
引
渡

し
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
引
渡
し
を
し
た
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称

八

搬
出
、
搬
入
、
廃
棄
又
は
亡
失
を
し
た
米
穀
等
が
用
途
限
定
米
穀
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
用
途

２

第
二
条
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
記
録
の
作
成
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
廃
棄
の
記
録
の
作
成
を
要
し
な
い
場
合
）
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第
六
条

法
第
五
条
た
だ
し
書
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

残
留
す
る
農
薬
に
つ
い
て
の
検
査
、
品
位
等
に
つ
い
て
の
検
査
そ
の
他
の
検
査
を
行
う
た
め
、
必
要
最
小
限
の
米
穀
等

に
つ
い
て
廃
棄
を
し
た
場
合
（
一
回
の
検
査
に
つ
き
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
米
穀
等
に
つ
い
て
廃
棄
を
し
た
場
合
を
除
く

。
）

二

一
般
消
費
者
へ
の
販
売
を
し
た
米
穀
等
の
売
れ
残
り
又
は
一
般
消
費
者
へ
の
提
供
を
し
た
米
穀
等
の
食
べ
残
し
に
つ
い

て
廃
棄
を
し
た
場
合

（
記
録
の
保
存
期
間
）

第
七
条

法
第
六
条
の
主
務
省
令
で
定
め
る
期
間
は
、
三
年
間
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
米
穀
等
に
あ
っ
て
は

、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
期
間
と
す
る
。

一

品
質
が
急
速
に
変
化
し
や
す
く
加
工
又
は
製
造
後
速
や
か
に
消
費
す
べ
き
米
穀
等

三
月
間

二

記
録
を
作
成
し
た
日
か
ら
賞
味
期
限
（
定
め
ら
れ
た
方
法
に
よ
り
保
存
し
た
場
合
に
お
い
て
、
期
待
さ
れ
る
す
べ
て
の

品
質
の
保
持
が
十
分
に
可
能
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
期
限
を
示
す
年
月
日
を
い
う
。
）
ま
で
の
期
間
が
三
年
を
超
え
る
米

穀
等

五
年
間
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（
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
）

第
八
条

法
第
十
条
第
一
項
の
立
入
検
査
（
法
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
す
る
場
合
に
お
け

る
法
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
一
項
（
第
二
号
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
法
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
三
年
七
月
一

日
）
か
ら
施
行
す
る
。
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別記様式（第８条関係）

表

第 号

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律

第10条第２項の立入検査をする職員の身分証明書

官 職

氏 名

年 月 日生

年 月 日発行

写 真

発行者名 印

（押出スタンプ）

裏

米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律（抄）

（報告及び立入検査）

第10条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、米穀事業者若しくは

米穀等の運送業者若しくは倉庫業者に対し、その業務に関し報告を求め、又はそ

の職員に、これらの者の事務所、事業場、店舗、倉庫、船舶、車両その他米穀等

の販売、輸入、加工、製造、提供、輸送若しくは保管の業務に関係がある場所に

立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関

係者に質問させることができる。

２ 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関

係者に提示しなければならない。

３ 第１項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解

釈してはならない。

（主務大臣等）

第11条 この法律における主務大臣は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該
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各号に定める大臣とする。ただし、酒類の販売、輸入、加工、製造又は提供の事

業に係る事項については、財務大臣とする。

一 第９条第１項の規定による勧告、同条第２項の規定による命令並びに前条第

１項の規定による報告の徴収及び立入検査（第４条、第８条又は第９条の規定

を施行するために行うものに限る。）に関する事項 内閣総理大臣及び農林水

産大臣

二 前条第１項の規定による報告の徴収及び立入検査（前号に掲げるものを除

く。）に関する事項 農林水産大臣

２～10 （略）

11 この法律に規定する農林水産大臣の権限及び第８項の規定により消費者庁長官

に委任された権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県

知事が行うこととすることができる。

備考 １ 用紙の大きさは、日本工業規格Ｂ８とすること。

２ 発行者は、財務大臣、国税庁長官、国税局長、沖縄国税事務所長、税務署長、農林水産大臣、地方農政局

長又は都道府県知事とする。


